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令和５年度 

第３次向日市男女共同参画プラン推進状況報告書 

 

令和６年１０月 

ふるさと創生推進部 広聴協働課 

 

１ はじめに 

男女が性別にとらわれることなく互いの人権を尊重しつつ、社会のあらゆる分野に参画

し、個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現は、わが国の最重要

課題であると位置づけられており、人権の視点に立った施策を今後とも進める必要があり

ます。 

本市では、平成 13 年度に、第４次総合計画に合わせ平成 22 年度までの「向日市男女共

同参画プラン」（以下「プラン」という。）を策定し、平成 18 年３月に向日市男女共同参画

推進条例を制定しました。 

本条例は、本市の男女共同参画の推進に関し、市、市民、事業者等の責務を明らかにする

とともに、男女共同参画の推進に関する施策の基本となる事項を定め、施策を総合的かつ計

画的に推進することを定めたものです。 

令和３年３月には平成 28 年３月に改訂した「第２次向日市男女共同参画プラン」の期間

が満了し、昨今の社会経済情勢の変化や、施策の進捗状況、更には市民の皆様のご意見も踏

まえ、「第３次向日市男女共同参画プラン」を策定いたしました。 

本報告書は、条例第12条（年次報告）に基づき、第３次プランの令和５年度実施状況を

調査し進捗状況を取りまとめたものです。 
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２ 令和５年度各課の取り組み実施状況 

 

第３次プラン基本目標 

基本目標Ⅰ 誰もが認め合うまちにしましょう 

（人権尊重・自立意識の育成・暴力の根絶） 

基本目標Ⅱ 誰もが出番と居場所があるまちにしましょう 

（女性と男性のあらゆる分野への参画促進） 

基本目標Ⅲ 誰もが安心安全健康に暮らせるまちにしましょう 

（身近な男女共同参画の推進） 

 

第３次プランは、３つの基本目標、８つの基本課題、20の基本施策から構成されていま

す。さらに、この基本施策を実現するために86の具体的施策を設け、第５章に計画の推進

を掲げ、全庁的に男女共同参画社会の構築に向けた取組を進めることを定めています。 

これら86の具体的施策は、単独又は複数の担当課による実施を定めているものから庁内

全体での実施を定めているものまであり、すべての取組状況について調査を行いました。

実施の有無や評価についての数をまとめると次のとおりとなりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  実施 未実施 計 
評価 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

基
本
目
標 

Ⅰ 
人権尊重・自立意識の

育成・暴力の根絶 
５８  ０ ５８ ４０ １６  ２  ０ 

Ⅱ 
女性と男性のあらゆる

分野への参画促進 
４８  ０ ４８ ３３ １３  ２   ０ 

Ⅲ 
身近な男女共同参画の

推進 
３５  ０ ３５ ３１ ４ ０    ０ 

合 計 １４１  ０ １４１ １０４ ３３ ４    ０ 
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また、第３次プランでは計画期間中に重点的に推進する施策を次のとおり設定しています。 

 

重点１ 固定的な性別役割分担意識の解消に向けた市民への働きかけ 

      広報誌、ホームページ、人権研修会、フォーラム、男女共同参画週間における街頭 

   啓発など様々な方法による意識啓発に取り組み、男女共同参画社会の姿をもっと身

近なものとして普及させるとともに、性的役割分担意識の解消に向けての、啓発・学

習の充実を図ります。 
 

重点２ 女性に対する暴力の予防と被害者意識の強化 

      女性に対する暴力は、重大な人権侵害であり､決して許されるものではありません。

女性に対する暴力の根絶に向けて、広く市民に意識啓発を行うとともに、安全・安心

な地域づくりに取り組みます。また、庁内体制の強化を図り、暴力被害に遭った市民

の総合的、計画的な支援体制整備に取り組みます。 
 

重点３ 女性の登用促進 

      女性の登用を促進する環境整備や人材育成を推進するとともに、地域・社会活動団

体における意思決定の場へ女性が参画できるよう、引き続き啓発し、市の審議会等の

女性委員比率 40％の目標達成をめざします。 
 

重点４ ワーク・ライフ・バランスの普及・促進 

     男女がワーク・ライフ・バランスを図り、生涯を通じて充実した生活を送ること  

ができるようにしていくためには、それを実現できる環境をつくることが重要です。

市民や事業者に仕事と育児・介護等の両立に関する意識啓発を進め、男性の家庭生活

への参画が可能となる環境整備の促進を図るとともに、子育てや介護の支援を強化

していきます。また、再就職・起業等にチャレンジする女性への支援を強化します。 

 

３ 重点施策の主な取り組み事業 

重点１ 固定的な性別役割分担意識の解消に向けた市民への働きかけ 

具体的
施策番号 

具体的施策 取組の内容 

1 

一人ひとりの人権が

尊重された地域社会

づくりのため、講座

などを開催し、SOGI

（性的指向、性自

認）や性の多様性も

含め、人権尊重意識

を高めるための機会

の確保とその内容の

充実に努める 

○自分らしく生きよう！いきいきフォーラム「アニメの

ヒーロー・ヒロインとジェンダー ～スーパーマンの

時代から鬼滅の刃の現代まで～」 

  アニメ作品のヒーロー・ヒロインの描かれ方を通

し、時代と共に移り変わる男女のあり方やジェンダー

などについて学ぶ機会となった。また、来場者に「性

別による固定的役割分担意識チェックアンケート」を

実施した。開催に向けて市民公募の実行委員と企画・

運営について議論を重ね、男女共同参画や性の多様性

について意見交換を行った。 
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○「平和と人権のつどい」 

戦時下の科学者が兵器開発をすすめるべきかの葛藤

を描き、戦争の恐ろしさを訴える内容の映画「太陽の

子」を上映し、戦争による人権問題など考える機会と

なった。また、平和について考える機会となるよう、

戦争体験者による講話を行った。戦時下では男女の社

会的役割が明確に区別されていたことを改めて認識す

る機会にもなった。 

○男女共同参画記念週間記念講演会 

「自分の色はどんないろ？LGBTQ」 

○男女共同参画講座 

「パパと一緒に身近なものや身体を使って遊ぼう！」

○人権研修会 

「アニメ映画から私たちの身近な人権を考える」 

「私からはじまる私たちの多様性社会」 

２ 

「広報むこう」や市

ホームページなどで

男女共同参画につい

て広く啓発し、情報

の提供に努める 

「広報むこう」、ホームページ、公式 LINE、インスタグ

ラム、市内回覧文書において、各事業（講演会等）や

男女共同参画週間を啓発し、プランの実施状況や男女

共同参画審議会報告書については、ホームページにて

内容を掲載するなど、男女共同参画について広く周知

し、情報提供に努めた｡また、多くの方が来所される女

性活躍センターにおいて、月ごとに様々な男女共同参

画に関する内容を掲示した。 

３ 

市内で活動を行って

いる団体について、

男女共同参画の視点

を反映するよう働き

かける 

○女性団体懇話会、女性活躍センター登録団体に対し、

市が主催する講演会等のお知らせや男女共同参画に関

する情報などの発信を行った。 

○女性活躍センターの団体登録時に男女共同参画の視点

を反映するよう働きかけ、また、男女共同参画に関す

るポスターや男女共同参画に関する川柳など様々な男

女共同参画に関する内容を掲示し、男女共同参画につ

いて周知するように努めた。  

４ 

SNS の特性を理解し、

性や暴力などの情報

を適切に判断し、対

処できるよう、情報

提供を行う 

SNS に関連する人権について実施はできなかったが、

「広報むこう」において、青少年の非行・被害防止につ

いて注意喚起を行った。また、SNS やインターネットによ

る誹謗中傷、DV、いじめなど人権相談に関する内容が記

載されたポスターやチラシを掲示・配架し啓発に努め

た。 

５ 

広報をはじめとする

市の刊行物における

表現について、表現

ハンドブックを活用

し、人権尊重の視点

やジェンダーの視点

から点検する 

広報誌やチラシ、ポスターの作成にあたっては、イラ

ストや言葉、文章が性別による偏りのない表現になるよ

う「表現ハンドブック」を活用し、固定的な表現に配慮

して刊行した。また、記載例についても同様に確認し点

検を行った。 
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市民への啓発については、講演会や広報誌、ホームページ等で実施いたしました。 

講演会については、参加される方は女性や高齢者の方が多く、年齢層にも偏りがあるの 

が実情です。男性や若年層にも参加してもらえるよう、また、性別による固定的役割分 

担意識の解消に向け、ＳＮＳなど様々な媒体を活用して周知・啓発に取り組み、男女共 

同参画社会への理解の促進を図る必要があります。 

  

 

重点２ 女性に対する暴力の予防と被害者意識の強化  

具体的
施策番号 具体的施策 取組の内容 

20  

女性に対する暴力が

犯罪にも該当する許

されない行為である

ことを広く啓発する

とともに、配偶者暴

力防止法やストーカ

ー規制法など、女性

の人権を守る法律・

制度についての周知

を行う 

○「女性に対する暴力をなくす運動週間」について広報

誌への掲載及び DV やハラスメント、こども・若者の性

被害防止のための緊急啓発期間について、女性活躍セ

ンターの掲示版へ掲載を行い、暴力防止などの啓発を

行った。さらに、市内のボランティア団体にパープル

リボンを使った作品の作製依頼を行い、女性に対する

暴力をなくす運動期間に女性活躍センターや自分らし

く生きよう！いきいきフォーラムでパープルリボン展

や人権パネル展を開催した。 

○DV は人権を著しく侵害する重大な問題であることや DV

防止法改正など周知する旨ホームページに掲載した。

DV 防止ハンドブックの内容を周知するため、各施設に

配架することで、DV に悩んでいる被害者に対し必要な

情報を提供するとともに、被害者に出会った時の適切

な助言や支援の参考となるよう周知を行った｡ 

○住民異動等の受付や各種戸籍の届出の時、又は年金相

談等の中で、必要に応じ制度の説明を行い、周知した｡ 

○相談者の状況に応じて関連する法令や制度について説

明し、適用できそうなときは具体的な案内を行い、周

知を図った。また、内容により女性の相談員や職員が

対応した。 

21 

若年層に対するデー

ト DV に関する予防啓

発を推進する 

○中学校の３年生に対してデート DV に関するチラシを配

布し、若いカップル間にも DV が起こることを周知し

た。また、DV 防止ハンドブックを各施設に配架するこ

とで、デート DV についても周知し、DV 予防の啓発に繋

がった。さらに、ホームページ及び女性活躍センター

の掲示版に若年層の性暴力被害予防月間について掲載

し、より多くの方に向けて周知を行った。 

○デート DV に関する啓発資料を活用し、市内中学校の２

年生でその予防に向けた学習を実施した。 
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22 

雇用の場や教育・保

育及び公共施設、地

域など様々な場にお

けるセクシュアル・

ハラスメントを含む

あらゆるハラスメン

トの防止について周

知するとともに意識

啓発を行う 

○関係機関から送付されたハラスメント事例についての

チラシやポスターを市役所窓口や女性活躍センターに

掲示し、周囲に配慮した言動や行動を心がけるよう啓

発を行った。また、自分らしく生きよう！いきいきフ

ォーラム実行委員会において、ハラスメントについて

意見交換を行い、さらに、ホームページのいきいきフ

ォーラム記録集にハラスメントの定義を掲載し、より

多くの方に向け周知を行った。 

○職員向けに、各種ハラスメントに関する相談や苦情に

対応するための外部相談窓口を設置したことを周知し

た。 

○各種ハラスメントに関する相談があった際は、地域に

おいて気軽に相談できる最初の窓口として、民生・児

童委員が、地域で困難を抱えている人に気づき、適切

な相談機関につなげることができるようにしている。

また相談内容や状況に応じて、地区担当が男性の民

生・児童委員でも女性委員が同行するサポート制度を

導入し、臨機応変に対応した。 

○学校では校長会議において、各種ハラスメント行為の

防止を周知するとともに、各学校に対し学期ごとに教

職員の服務規律の確保について文書で通知し啓発した｡ 

○向日市商工会と連携し、ハラスメント防止や周知を行

った。 

 
 
○女性のための相談 (平成 13 年６月から月１回で実施、平成 21 年度から月２回に変更) 
  

年度 
平成 21

年度 

平成 22 

年度 

平成 23 

年度 

平成 24

年度 

平成 25

年度 

平成 26

年度 

平成 27

年度 

平成 28

年度 

平成 29

年度 

相談件

数(内 DV

件数) 

３６ 

(１０） 

４８ 

(２４） 

５６ 

(２４） 

５６ 

(３１） 

５７ 

(２５） 

５６ 

(１１） 

５０ 

(３４） 

４４ 

(２６） 

５１ 

(２９） 

年度 
平成 30

年度 

令和元

年度 

令和２

年度 

令和３

年度 

令和４ 

年度 

令和５ 

年度 

   

相談件

数(内 DV

件数) 

５３ 

(３５） 

３８ 

(１７） 

４５ 

(２３） 

５３ 

(３５） 

４２ 

(２３） 

５５ 

(６） 

   

 
配偶者や恋人等からの暴力（ＤＶ）にかかる相談については、顔見知りの多い地元では

相談しにくいと考えられることから、平成 16 年４月より、京都府南部４市（京田辺市、

城陽市、八幡市、向日市）と「女性のための相談窓口」を相互に利用できるよう連携を図

っています。 
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【令和５年度相談状況】 

相談件数  ５５ 件（内 ＤＶ関係 ６件） 

相談内容  親子・家庭 ９件、 夫婦関係 １９件、 生き方 ７件、  

こころ １２件、からだ ４件、人間関係 ２件、 

仕事上の悩み １件、性・性的被害の悩み １件 

相談者の年齢 ２０歳代  １件、３０歳代 ５件、４０歳代 ９件、 

５０歳代 ３５件、６０歳代 ４件、７０歳代 １件 

 

相談内容は、多岐にわたりますが、中でも令和５年度は、昨年度に続き、夫婦関係の

悩みが多くなっています。また、昨今の女性をめぐる問題は、生活困窮、性暴力・性犯

罪被害、家庭関係破綻など、課題は複雑化、多様化、複合化しており、家庭の悩みなど

様々な事情による不安を抱える方に寄り添ったきめ細やかな支援が必要です。 

そのためにも、ホームページにおいて、女性のための相談機関を周知する他、京都府の

家庭支援総合センターや男女共同参画センター等、他機関で実施している相談事業も案

内し、選択できるようにしています。また、名刺型の相談案内カードを公共施設に設置す

るなど、相談窓口の周知にも努めているところです。 

 

 

 

女性に対する暴力が犯罪にも該当する許されない行為であり、重大な人権侵害である

ことを広く啓発するように努めていますが、まだまだ、自分が受けている行為をＤＶだ

と認識していない方もいることを念頭におき、継続して取り組む必要があります。 

また、ＤＶを未然に防止し、若い世代から暴力の加害者及び被害者にならないために、

若年層がＤＶについての理解や知識を深めるよう周知、啓発をしていく必要があります。 

 

 

重点３ 女性の登用促進 

具体的
施策番号 具体的施策 取組の内容 

37 

女性職員の職域拡大と

管理監督者への登用を

促進するため、女性職

員が多様な経験を積む

ことのできる人事配置

や職員研修の充実を図

る 

人事異動において、管理・監督職への女性職員を登用

し、また将来の管理・監督職を養成できるよう配慮しな

がら、人員配置を行った。管理・監督者を対象に行った

各研修への女性職員の参加促進を図った。 
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38 

女性の管理監督者登用

のため、女性活躍推進

法に基づく特定事業主

行動計画を推進する 

向日市人材育成基本方針に基づき、管理・監督者向け

研修や外部で開催される研修等への女性職員の参加促進

を図った。 

39 

男女共同参画の視点を

反映した職員採用を行

う 

男女共同参画による豊かな地域づくりの担い手となる

女性職員を育てるため、令和５年度は、一般任期付職員

及び常勤任期付職員を含む全採用者 10 名中、女性職員を

6 名採用した。 

 
 

○ 向日市女性職員の管理監督職者への登用状況 

職 名 
平成 15 年４月１日 令和５年４月１日 令和６年４月１日 

総数 女性 比率 総数 女性 比率 総数 女性 比率 

部長､副部長 14 1 7.14% 14 4 28.57% 17 5 29.41% 

課長､主幹 37 3 8.11% 51 14 27.45% 51 16 31.37% 

副課長 32 8 25.00% 20 15 75.00% 14 11 78.57% 

係長 71 13 18.31% 79 33 41.77% 84 34 40.48% 

管理監督職数 154 25 16.23% 164 66 40.25% 166 66 39.76% 

 

内閣府男女共同参画白書令和５年度版によりますと、国家公務員の地方機関課長・本省

課長補佐相当職、本省課室長相当職及び指定職相当に占める女性の割合は、令和４年７月

現在で、14.1％、6.9％、5.0％。地方公務員においては、本庁課長補佐相当職、本庁課長

相当職、本庁部局長・次長相当職に占める女性の割合は、令和４年４月現在、都道府県

で、22.3％、13.9％、8.1％、市町村で 29.6％、19.0％、11.5％となっています。 

 
○ 向日市立小・中学校管理職女性比率 

 
平成 15 年４月１日 令和５年４月１日 令和６年４月１日 

総数 女性 比率 総数 女性 比率 総数 女性 比率 

小学校校長 ６ １ 16.67% ６ １ 16.67% ６ ２ 33.33% 

教頭 ６ １ 16.67% ６ ４ 66.67% ６ ４ 66.67% 

中学校校長 ３ ０ 0% ３ ０ 0% ３ ０ 0% 

教頭 ３ ０ 0% ３ ０ 0% ３ ０ 0% 

  １８ ２ 11.11% １８ ５ 27.78% １８ ７ 38.89% 
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○ 向日市職員の採用の女性比率 

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 

72.7％ 71.4％ 81.0％ 60.0％ 64.3％ 
 

内閣府男女共同参画白書令和５年度版によりますと、令和４年４月現在の国家公務員採

用試験からの採用者の女性の占める割合は、37.2％、令和３年度の都道府県では、39.3％ 

向日市では、多様な人材を活用するため、性別に関係なく公平に採用し、令和５年度では

64.3％となっています。 

 

○ 向日市の審議会等における女性委員の参画状況 

審議会・委員会等の女性委員の登用の目標値（40％） 

女性委員の比率 令和４年度 34.24％、令和５年度 33.72％、令和６年度 35.77％ 

 向日市の審議会等総数     ６１ 

女性委員がいない審議会    １１（18.03％） 

 女性委員が４０％未満の審議会 ４１（67.21％） 

 

内閣府男女共同参画白書令和５年度版によりますと、国の審議会等における女性委員の

割合は、令和４年９月現在、43.0％、令和４年度の都道府県では、34.0％、市区町村で

は、28.0％となっています。 
 
 

市職員においての、女性管理監督職の割合は、平成 15 年 16.23％から令和６年は、

39.76％となり、その内、部長・副部長の割合においては、平成 15 年 7.14％から令和６

年は、29.41％と、増加しており、市町村平均の 11.5％より高い割合となっています。 

 しかし、国際比較をみると、諸外国では概ね 30％以上となっていますが、日本は、令

和４年は 12.9％となっており、諸外国に比べて低い水準になっています。 

 市女性職員の採用等については、ここ数年、圧倒的に男性より女性が多く、ここ５年間

では６割を下回ることはなく、令和５年度においては、64.3％であり、国家公務 37.2％､

都道府県 39.3％と比較しても非常に高い割合といえます。 

 民間企業については、上位の役職ほど女性の割合が低い状態であり、民間企業に波及さ

せるためにも、引き続き、市職員の女性管理職や女性職員採用の割合を高めることは必要

であります。 

 また、審議会等における女性委員の参画状況は、令和６年度、35.77％と目標の 40％には

達成しておりません。国の 43.0％と比較してもその割合は低く、女性委員の参画について、

庁内においてさらに周知を図るとともに、多様な意見が市政に反映するためにも、女性が

委員に就任するにあたっての阻害要因を低減することと、地域における男女共同参画意識

をいかに高めていくかが課題であります。 
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重点４ ワーク・ライフ・バランスの普及促進 

具体的
施策番号 具体的施策 取組の内容 

45 

 

女性の再就職やチャレ

ンジを支援する支援機

関や講座などについて

の情報提供を行う 

○女性の再就職やチャレンジを支援するため、女性活

躍センターあすもあのホームページにおいて、マザ

ーズジョブカフェや京都ジョブパークのリンクバナ

ーを掲載した。また、女性のチャレンジや就職に役

立つ女性応援セミナー、就業支援セミナーや出張就

業相談会を実施するとともに、広報誌や LINE、イン

スタグラムなどを活用して周知を行った。 

○生活保護受給者など就労支援が必要な方に対し、就

労支援担当者が対応し、関係機関と連携して女性の

再就職やチャレンジの支援に関する情報の提供を行

った。 

47 

女性が幅広い職種・業

務へ進出できるよう、

女性の就労や起業をテ

ーマにした講座や再就

職準備講座、パソコン

教室の開催など、能力

開発のための研修機会

を提供する 

○女性のエンパワーメント推進のため、様々なテーマの

セミナーに加え、マザーズジョブカフェと共催で就業

支援セミナーを開催し、女性の就労や起業に繋がる機

会を設けた。 

○向日市商工会において、性別や年齢関係なく参加でき

る「創業塾」を開催し、起業に必要な知識を学べる機

会を提供した。 

 

51 

男性の家事、育児、介

護への参画を促進する

ため、男性の育児・介

護休業制度についての

啓発や、男女がともに

家庭生活において責任

を持てるよう、講座な

どを通じ意識啓発を図

る 

○自分らしく生きよう！いきいきフォーラムの来場者

に対し、「性別による固定的役割分担意識チェックア

ンケート」を行い、固定的役割分担の固定観念につい

て考える機会を提供することができた。 

○父親向け育児講座「パパと一緒に身近なものやからだ

を使って遊ぼう！」と題して、男性の育児について、

子どもと一緒に遊び、実際に体を動かしながらの体験

講座を開催し、性別に拘らず働く場や家庭内で互いに

協力し合う必要性について学ぶ機会となった。 

○家庭教育講座を開催し、男女を問わず子どもと接する

際の心構えやヒントを学ぶ機会を提供した。 

52 

男性のための相談に関

する情報の収集及び提

供を行う 

○令和３年度から、男性のための相談事業を実施して

おり、広報誌に加えて LINE を活用し、さらに令和５

年度からは公共施設のトイレ内に男性のための相談

カードを配架するなど周知を行った。また、他機関

で実施している、相談事業についても、必要な方に

情報提供できるよう体制を整えた。 
 

○ 向日市職員の育児休暇取得率  

 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 

男性 25.0％ 6.3％ 45.5％ 83.3％ 37.5％ 

女性 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 
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内閣府男女共同参画白書令和５年度版によると、令和３年度の男性の育児休業取得率

は、国家公務員 34.0％、地方公務員 19.5％、民間企業 13.97％となっています。 

 

○ 男性のための相談について 

令和３年４月から、毎月第１金曜日の午後７時から午後８時 30 分に男性カウンセラー

による電話相談事業を開始。男性が、仕事や夫婦関係、健康、性、自身の生き方などで

の悩みについて、相談を行っています。 
 

【令和５年度相談状況】 

相談件数  １１件 

相談内容  夫婦関係 ２件、 親子・家庭 ３件、からだの悩み ６件 

相談者の年齢 10 歳代 ３件、30 歳代 １件、40 歳代 １件 

50 歳代 ２件、60 歳代 ３件、70 歳代 １件 

 

 

 民間企業、国家公務員、地方公務員について、近年、男性の育児休業取得率は上昇して

おり、令和３年度では、国家公務員の一般職については、62.8％ともっとも高い状況で

す。市職員の育児休業取得率は、年度のよってばらつきはみられるものの、男性は

37.5％と女性 100％に比べると低くなっており、今後においても、男性が育児休業を取得

しやすい環境を作り、男性が子育てへの参加が可能となる講座を実施するとともに、職場

全体の理解を深め、効率的に機能する職場づくりを続けていく必要があります。 

 また、男女ともにワーク・ライフ・バランスを図れるよう、女性のための相談に加え、

男性のための相談事業を令和３年度開始しました。男性の相談件数は、開始した当初と比

べると増加したものの、令和５年度は 11 件と少ない状況です。多くの市民の方に各事業

を知っていただけるよう、より一層周知・啓発に取り組み、支援が必要な方に情報が届け

られるようにしていく必要があります。 

  

 

 

 


